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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 500,000株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数100株であります。

　（注）１．平成29年２月14日開催の取締役会決議によります。

２．振替機関の名称および住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法（平成17年法律第86号）第199条第１項の規定に基づいて、

当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり（以下、「本自己株式処分」と

いいます。）、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込

みまたは買付けの申込みの勧誘となります。

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 500,000株 281,000,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 500,000株 281,000,000 －

　（注）１．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

562 － 100株 平成29年３月３日 － 平成29年３月３日

　（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。

なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資

本組入れされません。

３．本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結

しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。

４．申込みおよび払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契

約」を締結し、払込期日までに後記(4）払込取扱場所へ発行価格の総額を払い込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

サンコール株式会社 京都市右京区梅津西浦町14番地

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　京都支店 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
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３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

281,000,000 － 281,000,000

　（注）１．発行諸費用は発生いたしません。

２．新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額281,000,000円につきましては、概ね平成29年度中に買掛金の支払いその他の運転資金

に充当する予定であります。

　なお、実際の支出までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要

名称
三井住友信託銀行株式会社（信託口）

（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））

本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

直近の有価証券報告書提出日

（有価証券報告書）

事業年度第４期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）平成28年６月

30日　関東財務局長に提出

（半期報告書）

事業年度第５期中（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）平成28年11

月28日　関東財務局長に提出

ｂ　提出者と割当予定先との間の関係

出資関係
割当予定先は当社の普通株式1,000千株（発行済株式総数の2.94％）を保有して

おります。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 当社は割当予定先と信託銀行取引を行っています。

技術または取引関係 当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しています。

　（注）　割当予定先の概要および提出者と割当予定先との間の関係の欄は、平成28年９月30日現在のものであります。

なお、出資関係につきましては、平成28年９月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。

 

(a）役員向け株式報酬制度の概要

　当社は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下同様とします。）に対し、取締役の報酬と当社の業績お

よび株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識をより高

めることを目的に、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入する

ことといたしました。

　本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取

得し、経営目標とする財務指標に対する達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に

相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
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(b）役員向け株式交付信託の仕組みの概要

 

①　当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。

②　当社は取締役を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します（かかる信託を、以下、「本信託」といいま

す。）。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭（ただし、株主総会の承認を受けた金額の範

囲内の金額とします。）を信託します。

③　受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します（自己株式の処分による方法によりま

す。）。

④　信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社及び当

社役員から独立している者とします。）を定めます。

本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。

⑤　株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。

⑥　株式交付規程および本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、累積ポイ

ント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。

なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を

取引所市場にて売却し、金銭を交付します。

⑦　本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役

会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭について

は、あらかじめ株式交付規程および信託契約に定めることにより、当社および当社役員と利害関係のない特定公益

増進法人に寄付することを予定しております。

なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に

信託財産を管理委託（再信託）します。

 

(c）本信託の概要

　当社にて導入する「役員向け株式報酬制度」にかかる信託

(1）名称 役員向け株式交付信託

(2）委託者 当社

(3）受託者
三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

(4）受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者

(5）信託管理人 当社及び当社役員と利害関係のない第三者を選定する予定

(6）信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

(7）信託契約日 平成29年３月３日（予定）

(8）金銭を信託する日 平成29年３月３日（予定）

(9）信託終了日 平成33年８月末日（予定）
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ｃ　割当予定先の選定理由

　本制度にかかるコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託

銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行

株式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託

銀行株式会社に設定される信託口を割当予定先として選定いたしました。

 

ｄ　割り当てようとする株式の数

500,000株

 

ｅ　株券等の保有方針

　割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口））は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役を対象とする株式交付規程に基づき当社株

式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。

　当社は割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口））との間において、信託日（平成29年３月３日）より２年間において、当該処分株式の全

部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲

渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告す

ること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、内諾を得ております。

 

ｆ　払込みに要する資金等の状況

　割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、役員向け株式交付信託に対する当社からの当

初信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書（案）により確認を行っており

ます。

 

ｇ　割当予定先の実態

　割当予定先である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口））は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全および行使について、

当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。

　なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社（信託口））に対して議決権行使に関する指図を行うに際しては、議決権を行使

しないこととします。

　割当予定先が暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しよう

とする個人、法人その他の団体（以下、「特定団体等」といいます。）であるか否か、および割当予定先が特定団

体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のウェブサイト

およびディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅

然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が暴力的な要求行

為または法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その

他の団体のいずれにも該当しないことの表明、および将来にわたっても該当しないことの確約を、信託契約におい

て受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有し

ていないと判断しております。

　なお、当社は、その旨の確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しております。

　また、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社につきましても、割当予定先同様、暴力

もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする特定団体等に

該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことについて、信託契約において確約を受ける予定

です。

　従って、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が特定団体等でないことおよび特定団

体等と何ら関係を有していないと判断しました。

 

２【株券等の譲渡制限】

　該当事項はありません。
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３【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠および発行条件の合理性に関する考え方

　１株当たりの処分価額は、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、平成29年２月14日開催の

取締役会決議日の直前営業日である平成29年２月13日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である

562円（円未満切捨）といたしました。

　なお、当該価額は、直近１ヶ月（平成29年１月16日～平成29年２月13日）の終値平均540円（円未満切捨）から

の乖離率4.07％、同じく３ヶ月（平成28年11月14日から平成29年２月13日まで）の終値平均である531円（円未満

切捨）との乖離率5.84％、同じく直近６ヶ月（平成28年８月15日～平成29年２月13日）の終値平均490円（円未満

切捨て）からの乖離率14.69％となっていることから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理

的な価額となっております。さらに、上記１のとおり、本自己株式処分により割当予定先は当社株式を信託財産と

して取得するものであり、取締役が受益者として確定したときに当該取締役に無償で交付することが予定されてい

ますから、かかる処分価額による自己株式処分によって割当予定先が経済的利益を享受できるものではありませ

ん。以上により、処分価額の算定は、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。

　また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した社外取締役３名及び監査役３名（うち２名は社外監査

役）が、上記と同様の理由により、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しておりま

す。

 

ｂ　処分数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中に当社取締役そ

れぞれに交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は発行済株式総数34,057,923株

（平成29年２月14日現在）に対し1.47％（小数点第２位未満四捨五入）、総議決権数317,096個（平成28年９月30

日現在）に対する割合1.58％（小数点第２位未満四捨五入）となります。

　当社としては、本制度が当社取締役の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向

上に繋がるものと考えております。

　また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は、株式交付規程に従い取締役へ交付されるものであり、

その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えます。

　以上により、本自己株式の処分による影響は軽微であり、合理的であると判断しています。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（千株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

伊藤忠商事株式会社
東京都港区北青山ニ丁目５番１

号
8,509 26.83 8,509 26.42

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（退職給付信託口・株

式会社神戸製鋼所口）

東京都港区浜松町ニ丁目11番３

号
5,069 15.99 5,069 15.74

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11

号
954 3.01 1,454 4.52

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）

東京都港区浜松町ニ丁目11番３

号
1,029 3.25 1,029 3.20

三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４

番１号
1,000 3.15 1,000 3.10

株式会社京都銀行
京都府京都市下京区烏丸松原上

る薬師前町700
768 2.42 768 2.39

サンコール従業員持株会
京都府京都市右京区梅津西浦町

14番地
637 2.01 637 1.98

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 623 1.97 623 1.93

京都中央信用金庫
京都府京都市下京区四条通室町

東入函谷鉾町91
314 0.99 314 0.98

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁目６

番６号
246 0.78 246 0.76

計 ― 19,152 60.40 19,652 61.01

　（注）１．平成28年９月30日現在の株主名簿を基準としております。

２．上記のほか当社保有の自己株式2,297,476株（平成29年１月31日現在）があり、当該割当後は1,797,476株と

なります。ただしこの数値には、平成29年２月１日以降の単元未満株式の買い取りによる変動数は含めてお

りません。

３．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

４．所有議決権数の割合は小数点第３位を四捨五入して表記しております。

５．割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、平成28年９月

30日現在の総議決権数（317,096個）に本自己株式処分により増加する議決権数（5,000個）を加えた数で除

した数値です（この数値の算定においては、平成28年10月１日以降の単元未満株式の買い取りによる変動数

は含めておりません。）。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

第１　事業等のリスクについて

　「第四部　組込情報」に掲げた第99期有価証券報告書および第100期第３四半期（以下、「有価報告書等」とい

います。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提

出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変

更の必要はないと判断しております。

 

第２　臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に掲げた第99期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下

の臨時報告書を平成28年６月28日に近畿財務局長に提出しております。

 

１　提出理由

　平成28年６月24日開催の当社第99期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月24日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

２．その他剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　400,000,000円

(2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　400,000,000円

 

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、山主千尋、岡部清文、加藤裕、大谷忠雄、外直也、宮崎庄司および藏本一也を

選任する。

 

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、田中等を選任する。

 

第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

新たに取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 238,937 556 0 可決（94.64％）

第２号議案     

山主　千尋 228,439 11,055 0 可決（90.48％）

岡部　清文 229,773 9,721 0 可決（91.01％）

加藤　裕 230,061 9,433 0 可決（91.13％）

大谷　忠雄 230,455 9,039 0 可決（91.28％）

外　直也 218,949 20,545 0 可決（86.72％）

宮崎　庄司 219,103 20,391 0 可決（86.79％）

藏本　一也 238,895 599 0 可決（94.62％）

第３号議案     

田中　等 215,780 23,713 0 可決（85.47％）

第４号議案 238,666 662 0 可決（94.53％）

　（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で

す。

・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）

に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の

割合であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計

したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛

成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

 

第四部【組込情報】
　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
（第99期）

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成28年６月24日
近畿財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第100期第３四半期）
自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

平成29年２月14日
近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して

提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドラ

イン）Ａ４―１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

平成28年６月24日

サンコール株式会社

取 締 役 会　御 中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木　村　 幸　彦　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下 井 田　晶 代　㊞

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているサンコール株式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サン

コール株式会社及び連結子会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、サンコール株式会社の平成

２８年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、サンコール株式会社が平成２８年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 

平成28年６月24日

サンコール株式会社

取 締 役 会　御 中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木　村　幸　彦　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下 井 田 晶 代　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているサンコール株式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第９９期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者

が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財

務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンコー

ル株式会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 

  平成29年２月14日

サ ン コ ー ル 株 式 会 社   

  取 締 役 会　御 中   

 

 有限責任監査法人　ト ー マ ツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木　村　 幸　彦 　 　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下 井 田　晶 代　 　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

るサンコール株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結

会計期間（平成28年10月１日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月

１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比

べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンコール株式会社及び連結子会

社の平成28年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
 

以　上
 

(注)１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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